
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第30回 「IFRS16 リース（借手の会計処理の基本）」   
（※IFRS16 リースに関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 
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ス
の
識
別
 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

リースは含まれていないため、 

IFRS16の適用はない。 
以下の検討は不要である。 

（１）契約上、明示的又
は黙示的に資産が特
定されているか？ 

（２）借手が使用期間全体
にわたり資産の使用から
の経済的便益のほとんど
全てを得る権利を有して
いるか？ 

ＮＯ 

（３）①使用期間全体を通
じて資産の使用方法及び
使用目的を指図する権利
を有しているのは、誰か？ 

ＹＥＳ 

貸手 

（３）②借手が使用期間全
体を通じて資産を稼動する
権利を有していて、貸手に
はそれらの稼動指示を変更
する権利があるか？ 

どちらでもなく、借手の使用方法及び使用目的が事前
に決められている 

契約にリースを含んでいる。 

借手 

貸手に権利がない 

（３）③借手が、当該資産を
使用期間全体にわたる資
産の使用方法及び使用目
的を事前に決定する方法で
設計しているか？ 

貸手に権利がある 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

（４）適用単位の識別 
 

契約が複数要素から構成されているかどうかを検討する。契約が複数要素から構成され、その一部にリースが含まれている場

合には、当該契約をリース要素と、非リース要素に分解して会計処理する。また、以下の両方の要件を満たす場合、各原資産を
使用する権利は、独立のリース要素となる。 

 ・借手は、原資産単独、又は、借手が容易に入手可能な他の資源と組み合わせることにより、原資産の使用による便益を 
  受けることができる。 

 ・原資産が契約の中の他の原資産への依存度が高くなく、相互関連性も高くない。 

（５）適用単位への対価の配分 
 

契約で合意した対価を、各リース要素の独立販売価格と、非リース要素の独立販売価格の総額の比率により按分する。独立販売

価格が容易に利用可能でない場合には、借手は、観察可能な情報を最大限利用し、独立販売価格を見積る。 
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少
額
資
産
の
リ
ー
ス
 

【
S
T
E
P
３
】
 
リ
ー
ス
期
間
 

少額資産のリースに
該当するか？ 

オンバランスせず、定額法又は別の規則的な方法
（当該方法の方が実態に沿う場合）により、純損益に
反映する。 

【STEP３】を検討する。 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

リース期間は、以下のように決定する。 
 
リース期間＝解約不能期間＋借手が延長オプションを行使することが合理的に確実である場合の当該オプションの対象期間＋

借手が解約オプションを行使しないことが合理的に確実である場合の当該オプションの対象期間 
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【
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短
期
リ
ー
ス
 

【
S
T
E
P
５
】
 
借
手
の
会
計
処
理
 

短期リース（12ヶ月以
内）に該当するか？ 

【STEP５】を検討する。 
オンバランスせず、定額法又は別の規則的な方法（当該
方法の方が実態に沿う場合）により、純損益に反映する。 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

（１）当初認識時 
 

① リース負債の当初測定 
リース負債は、未払リース料の現在価値により算定する。割引率は、リースの計算利子率を容易に算定できる場合は、リースの計算利子率を

用い、容易に算定できない場合は、借手の追加借入利子率を用いる。 
 

② 使用権資産の当初測定 
使用権資産の算定は、以下のように行う。 

使用権資産＝リース負債の当初測定額（上記①）＋前払リース料（リース開始以前に支払ったリース料）＋当初直接コスト（手数料等）＋原状回
復費用の見積額 

（２）事後測定時 
 

① リース負債 
事後測定時のリース負債の主な会計処理には、（ⅰ）利息の計上と（ⅱ）リース料の支払いがある。 

（ⅰ） 利息の計上 
リース開始日後において、リース負債に係る利息計上し、リース負債の帳簿価額を増額する。 

（ⅱ） リース料の支払い 

リース料を支払った場合、リース負債の帳簿価額から減額する。 
 

② 使用権資産 
使用権資産は、原則として、原価モデルにより事後測定を行う。具体的な会計処理としては、（ⅰ）減価償却と（ⅱ）減損の検討が必要となる。 


